
平
成
一
○
年
一
二
月
一
七
日
判
決
言
渡
（
裁
判
長
・
水
野
祐
一
、
笹
本
淳
子
裁
判
長
代
読
）

名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
六
年

第
五
二
九
号
長
良
川
河
口
堰
建
設
差
止
請
求
控
訴
事
件

(ﾈ)

（
判
決
理
由
骨
子
）

一

民
事
差
止
請
求
に
お
い
て
、
環
境
権
な
い
し
安
全
権
を
請
求
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
人
格
権
は
根
拠
と
し
得
る
。

二

本
件
堰
は
既
に
完
成
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
建
築
差
止
請
求
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
被
控
訴

人
の
権
限
か
ら
み
て
、
そ
の
収
去
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。



三

一
審
の
証
拠
に
加
え

本
件
堰
完
成
後
の
事
実
や
証
拠
を
検
討
し
て
も

そ
の
運
用
に
よ
っ
て

、

、

、

災
害
時
の
被
害
や
著
し
い
環
境
破
壊
な
ど
が
生
じ
、
控
訴
人
ら
の
人
格
権
を
侵
害
す
る
と
い
っ
た

危
険
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
本
件
堰
の
公
共
性
の
有
無
等
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
運

用
差
止
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。

四

し
た
が
っ
て
、
控
訴
人
ら
の
各
請
求
は
理
由
が
な
い
。

（
判
決
理
由
要
旨
）

一

本
件
各
請
求
の
法
的
根
拠

１

控
訴
人
ら
が
主
張
す
る
集
団
的
権
利
と
し
て
の
環
境
権
、
安
全
権
は
、
通
常
民
事
訴
訟
の
伝



統
的
な
考
え
方
と
適
合
し
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
を
民
事
差
止
請
求
の
根
拠
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

２

控
訴
人
ら
の
主
張
す
る
環
境
権
の
内
容
は
、
控
訴
人
ら
を
含
む
地
域
住
民
ら
の
、
良
好
な
自

然
環
境
の
享
受
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
自
然
環
境
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
に
し
て
も
、
具

体
的
な
場
面
に
お
い
て
、
自
然
環
境
の
保
護
の
必
要
性
、
程
度
、
態
様
等
を
決
す
る
に
は
、
関

係
す
る
多
数
の
者
の
利
害
や
意
見
の
調
整
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
良
好
な
自
然
環

境
を
享
受
す
る
利
益
を
主
張
す
る
者
の
方
が
優
先
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
環

境
権
は

絶
対
性
を
付
与
で
き
ず

民
事
差
止
請
求
の
法
的
根
拠
と
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い

、

、

。



３

本
件
各
請
求
は
、
人
格
権
侵
害
に
基
づ
く
請
求
と
し
て
そ
の
法
的
根
拠
を
肯
定
し
得
る
。

二

本
件
堰
の
建
設
差
止
請
求
（
第
一
次
請
求
）
の
当
否

１

本
件
堰
の
建
設
に
関
す
る
工
事
及
び
手
続
は
平
成
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
完
了
し
、
同
年

七
月
六
日
か
ら
本
件
堰
が
本
格
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

２

右
工
事
等
の
完
了
に
よ
り
、
訴
え
が
不
適
法
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
請
求
権
が
実
体
法

上
消
滅
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
本
件
堰
の
建
設
差
止
請
求
は
棄
却
を
免
れ
な
い
。

三

本
件
堰
の
収
去
請
求
（
第
二
次
請
求
）
の
当
否

建
造
物
の
収
去
請
求
の
相
手
方
は
、
当
該
建
造
物
の
処
分
権
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
の
主
張
立
証
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
被
控
訴
人



は
、
関
係
法
令
上
、
独
自
の
判
断
で
本
件
堰
を
収
去
す
る
権
限
を
有
し
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

本
件
堰
の
収
去
請
求
は
棄
却
を
免
れ
な
い
。

四

本
件
堰
ゲ
ー
ト
扉
の
閉
鎖
禁
止
請
求
（
第
三
次
請
求
）
の
当
否

１

第
三
次
請
求
が
認
容
さ
れ
る
に
は
、
本
件
堰
ゲ
ー
ト
扉
の
閉
鎖
に
よ
り
、
控
訴
人
ら
各
人
の

人
格
権
が
受
忍
限
度
を
越
え
て
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
な
危
険
が
存
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

そ
の
具
体
的
危
険
の
立
証
責
任
は
、
控
訴
人
ら
に
帰
属
す
る
が
、
災
害
時
の
危
険
に
関
し
て

は
、
被

控
訴

人

に
お
い
て
、
科
学
的

、専
門
技
術
的
な
調
査
に
基
づ
き
、
人
格
権
侵
害
の
具
体
的

な
危
険
が
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
生
じ
得
る
。

２

地
震
及
び
洪
水
に
対
す
る
本
件
堰
の
安
全
性
は
、
一
審
判
決
と
同
様
、
肯
定
で
き
る
。



３

高
潮
及
び
津
波
に
つ
い
て
は
、
一
審
判
決
と
同
様
の
理
由
の
ほ
か
、
本
件
堰
完
成
後
の
平
成

六
年
台
風
二
六
号
接
近
の
際
の
潮
位
や
ゲ
ー
ト
操
作
状
況
、
過
去
の
地
震
等
の
資
料
を
も
と
に

一
審
判
決
後
な
さ
れ
た
数
値
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
計
算
結
果
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
堰

の
安
全
性
は
肯
定
で
き
る
。

ま
た
、
高
潮
、
津
波
と
控
訴
人
ら
の
被
害
と
の
間
の
因
果
関
係
は
肯
定
で
き
な
い
。

４

高
須
輪
中
に
お
け
る
地
盤
漏
水
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
審
判
決
と
同
様
の
理
由
の
ほ
か
、

本
件
堰
の
運
用
開
始
後
に
お
い
て
、
漏
水
対
策
工
は
円
滑
に
機
能
し
て
お
り
、
地
下
水
圧
の
異

常
等
は
生
じ
て
い
な
い
こ
と
、
今
後
と
も
住
民
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
監
視
等
が
継
続
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
し
、
将
来
、
控
訴
人
ら
の
生
命
身
体
等
へ
の
危
険
や
受
忍
限
度
を
越



え
る
負
担
増
が
生
じ
る
と
は
認
定
で
き
な
い
。

５

河
床
浚
渫
に
よ
る
河
床
変
動
や
板
取
ダ
ム
の
問
題
は
、
本
件
堰
に
起
因
す
る
被
害
に
関
す
る

も
の
で
は
な
く
、
控
訴
人
ら
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

６

環
境
問
題

環
境
問
題
に
関
す
る
控
訴
人
ら
の
主
張
中
に
は
、
自
然
環
境
の
破
壊
に
よ
る
健
康
被
害
な

( )一
ど
、
人
格
権
侵
害
に
結
び
つ
く
と
み
ら
れ
る
主
張
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
件
堰
完
成
後
の
状
況
を
み
る
と
、
長
良
川
の
水
質
や
底
質
が
本
件
堰
に
起
因

( )二
し
て
継
続
的
に
悪
化
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く

堆
積
物
の
大
量
の
堆
積

あ
る
い
は
魚
類

、

、

、

野
鳥
、
昆
虫
等
の
激
減
、
有
害
生
物
の
大
規
模
な
発
生
な
ど
は
生
じ
て
い
な
い
。
控
訴
人
ら



は
、
本
件
堰
直
下
流
で
最
大
一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
へ
ド
ロ
の
堆
積
が
あ
る
と
主
張
す
る
が
、

そ
の
提
出
し
た
証
拠
等
の
信
用
性
に
は
疑
問
が
あ
り
、
本
件
堰
の
運
用
に
起
因
し
て
大
量
の

へ
ド
ロ
が
堆
積
し
た
と
い
う
事
実
は
認
定
で
き
な
い
。
ア
ユ
・
サ
ツ
キ
マ
ス
の
遡
上
数
も
、

控
訴
人
ら
の
主
張
に
沿
う
認
定
は
で
き
ず
、
本
件
堰
建
設
後
平
成
九
年
ま
で
の
間
に
大
幅
に

減
少
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

自
然
環
境
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
学
識
経
験
者
か
ら
な
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
委
員
会
の
指

( )三
導
、
助
言
に
基
づ
く
監
視
態
勢
が
続
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
堰
運
用
に
伴
う
自
然
環
境
破
壊
に
よ
り
控
訴
人
ら
に
対
す
る
人
格
権

( )四
侵
害
が
生
じ
る
具
体
的
危
険
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。



７

以
上
の
と
お
り
、
本
件
で
は
控
訴
人
ら
の
人
格
権
侵
害
の
具
体
的
危
険
を
認
定
で
き
な
い
か

ら

本
件
堰
に
公
共
性
が
存
し
な
い
旨
の
控
訴
人
ら
の
主
張
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く

、

、

本
件
堰
ゲ
ー
ト
扉
の
閉
鎖
禁
止
請
求
は
、
理
由
が
な
い
。

以

上
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